
　

市
で
は
４
月
１
日
付
で
組
織
の
機

構
改
革
を
行
い
、
そ
れ
に
伴
い
人
事

異
動
を
行
い
ま
し
た
。

　

課
長
職
以
上
の
異
動
は
次
の
と
お

り
で
す
。（　

）
は
前
職

【
総
務
部
】

▼
部
長
・
長
谷
隆
（
総
務
部
次
長
）

▼
次
長
兼
総
合
政
策
課
長
・
佐
藤
守

男
（
商
工
観
光
課
長
）
▼
総
務
課

長
・
川
�
誠
（
農
政
課
長
）
▼
総
合

政
策
課
行
政
経
営
室
長
・
野
田
眞

（
総
務
課
政
策
審
議
員
）
▼
危
機
管

理
課
長
・
畑
野
秀
昭
（
福
祉
課
長
）

▼
契
約
検
査
課
長
・
西
浦
勇
一
（
下

水
道
課
長
）
▼
人
権
啓
発
課
政
策
審

議
員
・
平
中
孝
子
（
人
権
啓
発
課
男

女
共
生
係
長
）

【
企
画
部
】

▼
部
長
・
河
田
信
之
（
企
画
部
次

長
）
▼
次
長
・
古
川
明
生
（
雇
用
対

策
課
長
）
▼
企
画
課
長
・
前
田
信
幸

（
企
画
課
駅
周
辺
開
発
推
進
室
長
）

▼
企
画
課
駅
周
辺
開
発
推
進
室
長
・

藏
野
恭
敬
（
文
化
課
文
化
振
興
係

長
）
▼
雇
用
対
策
課
長
・
七
田
裕
文

（
不
知
火
支
所
産
業
課
長
）

【
市
民
環
境
部
】

▼
次
長
・
宮
崎
一
誠（
小
川
支
所
長
）

【
健
康
福
祉
部
】

▼
社
会
福
祉
課
長
・
小
野
秀
博
（
総

務
課
長
）
▼
こ
ど
も
福
祉
課
長
・
渡

邊
満
夫
（
小
川
支
所
市
民
課
長
）

 【
経
済
部
】

▼
農
政
課
長
・
林
田
博
（
松
橋
市
民

セ
ン
タ
ー
産
業
課
長
）
▼
農
林
水
産

課
長
・
佐
藤
義
治
（
三
角
支
所
建
設

課
長
）
▼
商
工
観
光
課
長
・
前
田
保

行
（
宇
城
広
域
連
合
事
務
局
長
）

【
土
木
部
】

▼
都
市
整
備
課
長
・
西
山
憲
二
（
管

理
課
長
）
▼
下
水
道
課
長
・
前
田
典

洋
（
会
計
課
長
）

【
会
計
課
】

▼
会
計
管
理
者
（
部
長
級
）・
川
上

輝
幸
（
市
民
部
次
長
）
▼
会
計
課
長

兼
会
計
係
長
・
久
原
清
美
（
会
計
課

会
計
係
長
）

【
教
育
部
】

▼
次
長
・
尾
�
基
雄
（
農
業
委
員
会

事
務
局
長
）
▼
学
校
教
育
課
長
・
小

田
原
弘
則
（
生
涯
学
習
課
長
）
▼
学

校
教
育
課
指
導
主
事
・
吉
田
泰
幸

（
宇
城
教
育
事
務
所
指
導
主
事
）
▼

生
涯
学
習
課
長
・
西
田
耕
二
（
豊
野

支
所
市
民
課
長
）
▼
ス
ポ
ー
ツ
振
興

課
長
・
田
代
洋
（
不
知
火
支
所
建
設

課
長
）
▼
不
知
火
分
室
長
・
嘉
古
田

忠
男
（
三
角
支
所
水
道
課
水
道
係

長
）
▼
豊
野
分
室
長
・
松
村
宏
巳

（
不
知
火
支
所
水
道
課
長
）

【
市
民
病
院
】

▼
市
民
病
院
事
務
長
（
次
長
級
）・

岡
本
啓
子
（
市
民
病
院
事
務
長
・
課

長
級
）

【
三
角
支
所
】

▼
支
所
長
・
山
下
長
次
（
農
林
水
産

課
長
）
▼
総
合
窓
口
課
長
・
木
下
敏

幸
（
三
角
支
所
市
民
課
戸
籍
住
民
係

長
）
▼
産
業
課
長
・
浦
�
一
成
（
三

角
支
所
市
民
課
長
）
▼
建
設
課
長
・

佐
藤
増
雄
（
三
角
支
所
産
業
課
長
）

【
不
知
火
支
所
】

▼
支
所
長
・
津
志
田
澄
男
（
契
約
検

査
課
長
）
▼
総
合
窓
口
課
長
・
松
本

優
子
（
不
知
火
支
所
市
民
課
長
）

【
小
川
支
所
】

▼
支
所
長
・
志
水
勉
（
企
画
課
長
）

▼
総
合
窓
口
課
長
・
吉
村
和
廣
（
小

川
支
所
健
康
福
祉
課
長
）
▼
健
康
福

祉
課
長
・
坂
井
ミ
チ
コ
（
介
護
保
険

課
給
付
係
長
）

【
豊
野
支
所
】

▼
支
所
長
・
村
田
一
朗
（
豊
野
支
所

建
設
課
長
）
▼
総
合
窓
口
課
長
・
星

田
修
（
松
橋
市
民
セ
ン
タ
ー
建
設
課

長
）
▼
産
業
課
長
・
木
村
和
弘
（
豊

野
支
所
水
道
課
長
）
▼
建
設
課
長
・

大
杉
止
（
松
橋
市
民
セ
ン
タ
ー
水
道

課
長
）

■
監
査
委
員
事
務
局

事
務
局
長
（
次
長
級
）・
村
上
民
雄

（
監
査
委
員
事
務
局
長
・
課
長
級
）

■
議
会
事
務
局

事
務
局
長
（
部
長
級
）・
坂
�
秀
直

（
不
知
火
支
所
長
）

■
農
業
委
員
会

事
務
局
長
（
次
長
級
）・
中
村
英
助

（
豊
野
支
所
産
業
課
長
）

■
宇
城
広
域
連
合

事
務
局
長
（
部
長
級
）・
斉
藤
久
男

（
教
育
部
次
長
）

﹇
４
月
１
日
付
新
規
採
用
者
﹈

▼
総
務
部
契
約
検
査
課
・
濱
�
哲
次

▼
土
木
部
下
水
道
課
・
坂
本
喜
隆
▼

市
民
病
院
・
福
田
貴
代　

水
野
恵
莉

子
▼
教
育
部
文
化
課
・
村
中
智
絵

﹇
３
月　

日
付
退
職
者
﹈

31

▼
鉄
石
憲
一
（
総
務
部
長
）
▼
丸
目

季
廣
（
企
画
部
長
）
▼
吉
田
耕
治

（
議
会
事
務
局
長
）
▼
吉
田
俊
伸

（
三
角
支
所
長
）
▼
松
田
節
子
（
松

橋
市
民
セ
ン
タ
ー
長
）
▼
宮
村
成
信

（
豊
野
支
所
長
）
▼
�
岡
敏
博
（
学

校
教
育
課
長
）
▼
�
木
瞭
二
（
ス

ポ
ー
ツ
振
興
課
長
）
▼
久
原
誠
也

（
宇
城
広
域
清
掃
施
設
組
合
事
務
局

長
）
▼
永
木
伸
（
三
角
支
所
水
道
課

長
）
▼
太
田
四
海
（
不
知
火
支
所
健

康
福
祉
課
長
）
▼
前
�
武
則
（
不
知

火
分
室
長
）
▼
山
本
光
久
（
豊
野
分

室
長
）
▼
佐
方
芳
博
（
総
務
部
付
課

長
）
▼
宮
原
克
子
（
市
民
課
老
人
保

健
係
長
）
▼
生
田
義
信
（
小
川
支
所

市
民
課
税
務
係
長
）
▼
橋
本
賢
（
小

川
支
所
建
設
課
工
務
係
審
議
員
）
▼

林
田
祐
子
（
豊
野
支
所
市
民
課
税
務

係
長
）
▼
井
島
廣
（
豊
野
支
所
市
民

課
生
活
環
境
係
長
）
▼
宮
村
和
美

（
豊
野
保
育
園
主
任
保
育
士
）
▼
古

賀
和
代
（
豊
野
保
育
園
主
任
保
育

士
）
▼
成
増
邦
子
（
不
知
火
支
所
健

康
福
祉
課
参
事
）
▼
北
岡
道
子
（
市

民
病
院
准
看
護
師
）
▼
黒
川
弘
子

（
小
川
小
学
校
給
食
調
理
員
）
▼
森

下
知
子
（
三
角
中
学
校
用
務
員
）
▼

本
田
ひ
ろ
子
（
豊
野
分
室
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー
調
理
員
）
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人
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異
動
4月1日付
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多重債務でお困りの方多重債務でお困りの方
市役所が応援します　　市役所が応援します

　現在、「多重債務者問題」が全国的に広まり、大きな社会問題となっています。倒産・失業などか

ら消費者金融・クレジット・銀行など複数の金融機関からお金を借り、返済できなくなり、多重債務

に陥るケースが多く見受けられます。

　宇城市では、４月から多重債務による悩みや市民の生活再建の手助けをするため、専門の弁護士に

依頼し、「市民生活相談センター」を下記の要領で開設します。多重債務でお困りの方はこの機会に、

ぜひ、ご相談ください。

　１．相談の対象者
　　　宇城市に住所を有する20歳以上の住民で、多重債務の問題を抱える個人に限ります。

　２．相談日時

　　　　　　　　　　時間：午後 1時 30 分～ 3時 30 分
　３．相談場所
　　　市役所新館1階会議室（毎回弁護士2人で相談に応じており、個人の情報は個人情報保護法で守

られます）

　４．申込方法
　　　随時、電話予約で申し込みを受け付けています（先着順・申込者多数の場合は日時を調整）。
　　　相談は1人 1回 30分間とし、その後の対応や相談については弁護士との契約になります（有

料となります）。

　５．申込先
　　　市民生活相談センター（市役所市民環境部）　� 32－ 1111（内線 1182～ 1184）

3日（水）・17日（水）平成19年 10月26日（木）平成19年 4月

7日（水）・21日（水）11月2日（水）・11日（金）5月

5日（水）・18日（火）12月6日（水）・20日（水）6月

9日（水）・16日（水）20年 1月4日（水）・18日（水）7月

6日（水）・19日（火）2月1日（水）・15日（水）8月

5日（水）・19日（水）3月5日（水）・19日（水）9月

夜間納税相談窓口を開設
　昼間忙しくて、市役所の開庁時間に市税や国民健康保険税の納税相談ができない人を対象に、夜

間納税相談窓口を 4月から開設しました。

　事情があり納期限までに納めることができないなどの理由がある人は、早めにご相談ください。

　納付期限を過ぎて、納税相談もなくそのまま滞納ということになりますと、不動産や給料などの

差し押えなどの滞納処分を受ける場合があります。これまで仕事などで来ることができなかった人

は、ぜひ、ご利用ください。

　　時　　間：毎週木曜日の午後5時 30分～ 7時
　　場　　所：市役所1階　収納課窓口
　　問合せ先：収納課　� 32－ 1111（内線 1182～ 1184）


